
令和５年版福島県農作物病害虫防除指針の変更　　　

○令和５年１１月に登録内容の変更があった農薬

該当ページ 作　物　名 農　薬　名　 変更があった箇所 変更前 変更後 変更月日

本剤の使用回数 ３回以内 ４回以内

有効成分ごとの総使用回数の制限（回）
有効成分「フルトラニル」

３回以内（小包装投入は１回以内） ４回以内

P231 タマネギ ピシロックフロアブル 適用病害虫名「べと病」 ○ ○（鱗茎類での登録を示す）

P429 キク サプロール乳剤 使用時期（収穫前日数） - 発病初期

P436 バラ サプロール乳剤 使用時期（収穫前日数） - 発病初期

失効月日 農　薬　名

11月2日 アクチノール乳剤

11月15日
Ｄｒ．オリゼダントツ
箱粒剤

注）最新の農薬登録情報を確認のうえ、農薬を使用すること。
注）メーカーにより使用基準が異なる場合があるため、ラベルに記載されている使用方法等を確認すること。

○令和５年１１月に失効した農薬

P35 水稲 モンカットファイン粉剤２０ＤＬ

11月7日

11月22日

　　備　考 　備考欄

タマネギP258

水稲P43


